
　
　
　

建
設
行
為
に
関
す
る
施
行
基
準
要
綱 

　
　
　

（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日　

箕
面
市
訓
令
第
二
十
八
号
） 

　
　

改
正　

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日　

箕
面
市
訓
令
第
七
十
八
号 

　
　

改
正　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日　

箕
面
市
訓
令
第
八
十
三
号 

　
　

改
正　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日　

箕
面
市
訓
令
第
二
十
三
号 

改
正　

令
和
八
年
三
月
九
日　

箕
面
市
訓
令
第
二
十
号 

目
次 第

一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

　

第
二
章　

道
路
等
（
第
四
条
―
第
十
五
条
） 

　

第
三
章　

公
園
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
） 

　

第
四
章　

下
水
道 

　
　

第
一
節　

総
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
） 

　
　

第
二
節　

下
水
設
備
（
第
二
十
条
―
第
二
十
八
条
） 

　
　

第
三
節　

排
水
設
備
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
二
条
） 

　

第
五
章　

河
川
等
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
八
条
） 

　

第
六
章　

消
防
水
利
施
設
等
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
七
条
） 

　

第
七
章　

集
会
所
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
二
条
） 

　

第
八
章　

交
通
安
全
施
設
（
第
五
十
三
条
―
第
五
十
七
条
） 

　

第
九
章　

駐
車
設
備
及
び
ご
み
集
積
設
備
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
三
条
） 

　

第
十
章　

緑
化
（
第
六
十
四
条
） 

　

第
十
一
章　

福
祉
の
ま
ち
整
備
（
第
六
十
五
条
） 

　

第
十
二
章　

雑
則
（
第
六
十
六
条
―
第
六
十
九
条
） 

　

附
則 

第
一
章　

総
則 

（
趣
旨
） 



第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
建
設
行
為
の
基
準
に
関
し
、
箕
面
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例

（
平
成
九
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
箕
面
市
ま

ち
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
箕
面
市
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
要
綱
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
及
び
規
則
の
例
に
よ
る
も
の

と
す
る
。 

（
計
画
の
基
本
的
事
項
） 

第
三
条　

施
行
者
は
、
建
設
行
為
を
計
画
し
、
又
は
設
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
前

に
当
該
建
設
行
為
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
調
査
等
を
行
い
、
そ
の
状
況
を

把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章　

道
路
等 

（
配
置
） 

第
四
条　

道
路
の
配
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

道
路
は
、
建
設
行
為
の
区
域
外
の
道
路
と
一
体
に
な
っ
て
機
能
を
発
揮
す
る
よ

う
配
置
す
る
こ
と
。 

二　

道
路
は
、
都
市
計
画
道
路
等
の
整
備
計
画
に
合
致
し
た
配
置
と
す
る
こ
と
。 

三　

住
宅
地
内
の
道
路
は
、
通
行
の
安
全
上
及
び
環
境
の
保
全
上
支
障
が
な
い
よ
う

考
慮
し
、
配
置
す
る
こ
と
。 

四　

道
路
有
効
幅
員
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
は
、
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
百

メ
ー
ト
ル
間
隔
を
標
準
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
。 

五　

街
区
の
大
き
さ
は
、
予
定
建
設
物
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
住
宅
地

に
お
け
る
街
区
の
長
辺
は
、
八
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
百
二
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
を
標
準

と
す
る
こ
と
。 

六　

道
路
は
、
袋
路
状
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
道
路
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該



当
す
る
場
合
又
は
他
の
道
路
と
接
続
が
予
定
さ
れ
、
避
難
上
若
し
く
は
車
両
の
通

行
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ　

道
路
有
効
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
、
延
長
が
三
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
道

路 

ロ　

道
路
有
効
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
延
長
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
道
路 

ハ　

道
路
有
効
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
、
延
長
が
七
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
道
路

で
、
か
つ
、
終
端
及
び
延
長
三
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
半
径
六
メ
ー
ト
ル

以
上
の
回
転
広
場
又
は
Ｔ
字
型
道
路
（
道
路
有
効
幅
員
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と

し
、
延
長
は
五
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
以
下
こ
の

号
の
十
字
型
及
び
Ｔ
字
型
道
路
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
た
道
路 

ニ　

道
路
有
効
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
延
長
が
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
道
路
で
、

か
つ
、
五
十
メ
ー
ト
ル
前
後
の
場
所
に
十
字
型
又
は
Ｔ
字
型
道
路
を
設
け
た
道

路 

ホ　

道
路
有
効
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
で
、
か
つ
、
終
端
に
ロ
字
型
道

路
（
ロ
字
型
に
類
す
る
型
の
道
路
を
含
む
。
）
を
設
け
た
道
路
。
た
だ
し
、
当
該

延
長
が
七
十
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
場
合
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
十
字

型
又
は
Ｔ
字
型
道
路
を
設
け
た
道
路
に
限
る
。 

七　

十
字
型
及
び
Ｔ
字
型
道
路
の
道
路
有
効
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
延

長
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。 

（
幅
員
構
成
） 

第
五
条　

道
路
の
幅
員
構
成
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

道
路
幅
員
、
道
路
有
効
幅
員
、
歩
道
幅
員
及
び
車
道
幅
員
は
、
次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
図
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

  



 
イ　

ス
リ
ッ
ト
側
溝
を
設
け
た
道
路 

                       

道 路 幅 員

350 ㎜

車 道 の み の 場 合  

（ 道 路 幅 員 ６ ． ０ ｍ 未 満 の 場 合 ）

車 道 の み の 場 合  

（ 道 路 幅 員 ６ ． ０ ｍ 以 上 の 場 合 ）

境 界 線

350 ㎜

歩 道 設 置 の 場 合

道 路 有 効 幅 員

車 道 幅 員歩 道 幅 員

道 路 幅 員

道 路 有 効 幅 員

境 界 線
道 路 幅 員

道 路 有 効 幅 員 350 ㎜

境 界 線

道 路 有 効 幅 員

350 ㎜

境 界 線

道 路 幅 員

350 ㎜

高 低 差 が 発 生 す る 場 合

350 ㎜

境 界 線 境 界 線



 
ロ　

現
場
打
ち
側
溝
を
設
け
た
道
路 

 

         

 

二　

道
路
有
効
幅
員
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
歩
車
道
を
分
離

し
、
歩
道
幅
員
及
び
車
道
幅
員
は
、
次
の
表
を
標
準
と
す
る
。 

          

 十
六
メ
ー
ト
ル
以
上

十
二
メ
ー
ト
ル
以
上

十
一
メ
ー
ト
ル
以
上

十
メ
ー
ト
ル
以
上

道
路
有
効
幅
員

 三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上 

二
箇
所

二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上 

二
箇
所

二
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
上 

二
箇
所

二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上 

一
箇
所

歩
道
幅
員
及
び
箇
所
数

 九
メ
ー
ト
ル
以
上

七
メ
ー
ト
ル
以
上

七
メ
ー
ト
ル
以
上

七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

車
道
幅
員



（
縦
断
勾
配
） 

第
六
条　

道
路
の
縦
断
勾
配
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

縦
断
勾
配
は
、
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
上
や
む

を
得
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
間
に
限
り
十
二
パ
ー
セ

ン
ト
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
接
続
道
路
を
設
置
し

て
は
な
ら
な
い
。 

二　

縦
断
勾
配
が
変
移
す
る
箇
所
に
は
、
必
要
な
縦
断
曲
線
を
設
け
る
こ
と
。 

三　

主
要
道
路
が
他
の
道
路
と
接
続
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
主
要
道
路
の
縦

断
勾
配
を
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。 

（
横
断
勾
配
） 

第
七
条　

道
路
に
片
勾
配
を
付
す
る
場
合
を
除
き
、
舗
装
路
面
の
横
断
勾
配
は
、
車
道

に
つ
い
て
は
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
凸
曲
線
、
歩
道

に
つ
い
て
は
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。 

（
交
差
部
等
） 

第
八
条　

道
路
が
同
一
平
面
で
交
差
し
、
若
し
く
は
接
続
す
る
箇
所
又
は
道
路
の
曲
が

り
角
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

交
差
し
、
及
び
接
続
す
る
箇
所
は
、
直
角
又
は
直
角
に
近
い
角
度
に
す
る
こ
と
。 

二　

著
し
い
屈
曲
部
に
は
、
道
路
を
交
差
し
、
又
は
接
続
し
て
は
な
ら
な
い
。 

三　

交
差
部
等
（
交
差
又
は
接
続
に
よ
り
生
じ
る
内
角
が
百
二
十
度
以
上
の
場
合
を

除
く
。
）
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
隅
切
り
長
（
角
地
の
隅
角
部
を
頂
点
と
す
る
二

等
辺
三
角
形
の
等
辺
の
長
さ
を
い
う
。
）
又
は
せ
ん
除
長
（
角
地
の
隅
角
部
を
頂
点

と
す
る
二
等
辺
三
角
形
の
底
辺
の
長
さ
を
い
う
。
）
を
満
た
し
た
隅
切
り
を
設
け
る

こ
と
。
た
だ
し
、
周
囲
の
状
況
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
両
側
に
隅
切

り
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
せ
ん
除
長
を
隅
切
り
長
に

読
み
替
え
て
片
側
だ
け
に
隅
切
り
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

                      

（
屈
曲
部
） 

第
九
条　

道
路
の
屈
曲
部
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 備
考 

　

一　

交
差
又
は
接
続
に
よ
り
生
じ
る
内
角
が
六
十
度
以
下
の
と
き
は
、
せ
ん

除
長
を
設
け
る
こ
と
。 

　

二　

（
）
内
は
、
せ
ん
除
長
を
い
う
。 

　

三　

少
な
く
と
も
一
方
の
道
路
の
道
路
有
効
幅
員
が
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の

交
差
部
等
に
お
い
て
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
表
を
満
た
し

た
隅
切
り
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
道
路
管
理
者
と

の
協
議
に
よ
り
隅
切
り
長
又
は
せ
ん
除
長
を
決
定
す
る
こ
と
。

道路有効幅員 道
路
有
効
幅
員
の
組
合
せ
に
よ
る
隅
切
り
長
及
び
せ
ん
除
長 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
単
位　

メ
ー
ト
ル
）

 
十
二 

以
上

十
以
上

八
以
上

六
以
上

四
以
上

四
未
満

 
二 

（
三
）

二 

（
三
）

二 

（
三
）

二 

（
三
）

四
未
満

道
路
有
効
幅
員

 
二 

（
三
）

二 

（
三
）

二 

（
三
）

二 
（
三
）

四
以
上

 

三 

（
四
・
五
）

三 

（
四
・
五
）

三 

（
四
・
五
）

三 

（
四
・
五
）

二 
（
三
）

二 

（
三
）

六
以
上

 
四 

（
六
）

四 

（
六
）

四 

（
六
）

三 
（
四
・
五
）

二 

（
三
）

二 

（
三
）

八
以
上

 
六 

（
九
）

四 

（
六
）

四 
（
六
）

三 

（
四
・
五
）

 

十
以
上

 
六 

（
九
）

六 
（
九
）

四 

（
六
）

三 

（
四
・
五
）

十
二
以
上



一　

屈
曲
部
に
は
、
原
則
と
し
て
曲
線
部
及
び
車
両
の
走
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
の

緩
和
区
間
を
設
け
る
こ
と
。 

二　

曲
線
部
に
は
、
必
要
な
曲
線
半
径
で
地
形
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
六
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
適
切
な
値
の
片
勾
配
を
付
す
る
こ
と
。 

（
橋
り
ょ
う
） 

第
十
条　

橋
り
ょ
う
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

橋
り
ょ
う
は
、
設
計
自
動
車
荷
重
を
二
十
五
ト
ン
フ
ォ
ー
ス
と
す
る
。 

二　

橋
り
ょ
う
の
構
造
は
、
鋼
構
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

構
造
と
し
、
交
通
の
状
況
及
び
地
形
、
地
質
、
気
象
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
て

十
分
に
安
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三　

橋
り
ょ
う
は
、
河
川
等
の
管
理
に
支
障
と
な
ら
な
い
よ
う
、
架
設
す
る
も
の
と

し
、
改
修
計
画
の
あ
る
河
川
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
改
修
計
画
に
適
合
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

四　

橋
り
ょ
う
の
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
大
型
車
の
通
行
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、

Ｂ
活
荷
重
と
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
Ａ
活
荷
重
と
す
る
。 

（
舗
装
） 

第
十
一
条　

道
路
の
舗
装
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

　

一　

舗
装
は
、
原
則
と
し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
と
す
る
こ
と
。 

二　

車
道
の
舗
装
厚
は
、
歩
車
道
分
離
の
車
道
に
あ
っ
て
は
表
層
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
及

び
基
層
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
各
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
車
道
に
あ
っ

て
は
表
層
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
適
切
な
路
盤
を
設

け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
舗
装
厚
の
決
定
は
、
路
床
土
の
強
度
特
性
等

に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三　

歩
道
の
舗
装
厚
は
、
表
層
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、

路
盤
は
、
粒
度
調
整
砕
石
を
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、



車
両
乗
入
部
に
つ
い
て
は
、
車
道
の
舗
装
厚
と
す
る
こ
と
。 

四　

縦
断
勾
配
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
場
合
は
、
滑
り
止
め
の
舗
装
と
す
る

こ
と
。 

（
排
水
施
設
） 

第
十
二
条　

道
路
に
は
、
原
則
と
し
て
両
側
に
側
溝
、
街
き
ょ
、
集
水
ま
す
そ
の
他
の

適
当
な
排
水
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
構
造
） 

第
十
三
条　

擁
壁
、
排
水
施
設
等
の
構
造
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
及
び
図
を
標
準
と
す
る
。 

一　

擁
壁
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

　

 

備
考 一　

擁
壁
に
つ
い
て
は
、
重
力
式
擁
壁
又
は
Ｌ
型
擁
壁
を
標
準
と
し
、
詳
細
に

１：ｎ

400

100 100 100 100

基礎材 基礎材

基礎コンクリート

Ｈ

200 200

100

Ｈ



つ
い
て
は
道
路
管
理
者
と
協
議
を
す
る
こ
と
。 

二　

擁
壁
背
面
の
水
抜
き
は
、
水
抜
き
パ
イ
プ
（
内
径
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程

度
）
を
二
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
一
箇
所
設
け
、
鉛

直
方
向
目
地
の
間
隔
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。 

三　

周
囲
の
状
況
等
に
よ
り
他
の
形
式
又
は
形
状
の
擁
壁
と
す
る
場
合
は
、
市

長
の
指
示
す
る
設
計
条
件
等
に
よ
る
こ
と
。 

四　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
宅
地
造
成
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
道

路
管
理
者
と
別
途
協
議
す
る
こ
と
。 

二　

側
溝
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

イ　

ス
リ
ッ
ト
側
溝
（
自
由
勾
配
型
等
） 

          

備
考 一　

側
溝
の
構
造
は
、
ス
リ
ッ
ト
側
溝
を
標
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の

状
況
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ロ
に
掲

げ
る
現
場
打
ち
側
溝
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

滑り止め加工

インバート

2％2％

300

300

基礎砕石

20

100

敷モルタル

100100

側溝幅 
350

道路面



二　

側
溝
蓋
の
規
格
は
、
Ｔ
―
二
十
五
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
有
効

幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
規
格
を
Ｔ
―
十
四
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

ロ　

現
場
打
ち
側
溝 

           

備
考 一　

流
水
断
面
は
、
幅
、
深
さ
と
も
に
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
流

量
計
算
の
上
決
定
す
る
こ
と
。 

二　

伸
縮
目
地
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
設
け
る
こ
と
。 

三　

横
断
側
溝
蓋
は
、
ボ
ル
ト
止
め
受
枠
付
き
騒
音
防
止
用
の
グ
レ
ー
チ
ン

グ
と
し
、
規
格
は
Ｔ
―
二
十
五
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
有
効
幅
員

六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
規
格
を
Ｔ
―
十
四
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

三　

集
水
ま
す
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

イ　

ス
リ
ッ
ト
側
溝
（
自
由
勾
配
型
等
） 

100

300 
側溝幅

1:0.3

180180

300

150

150 基礎材

930

横断側溝の場合

道路面

1:0.3

道路面

100

ボルト固定式 
グレーチング

300

100

300 

側溝幅

1:0.3

180150

150

150 基礎材

765

道路面



 
　
　
　

          

備
考　

集
水
ま
す
は
、
原
則
と
し
て
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
設
置
し
、

交
差
点
部
に
は
必
ず
設
置
す
る
こ
と
。 

ロ　

現
場
打
ち
側
溝 

         

備
考　

集
水
ま
す
は
、
原
則
と
し
て
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
設
置
し
、

交
差
点
部
に
は
必
ず
設
置
す
る
こ
と
。 

平面図

.

基礎砕石 敷モルタル

断面図

インバート

ボルト固定式 
グレーチング

断面図

800 
～ 

1000

150

150

100 100
側溝全幅

基礎材

500

150

150

側溝全幅

平面図



四　

街
き
ょ
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

備
考 一　

伸
縮
目
地
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
設
け
る
こ
と
。 

二　

排
水
施
設
を
設
け
る
場
合
は
、
管
き
ょ
又
は
箱
型
管
き
ょ
と
し
、
流
水
断

面
は
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
。 

三　

施
行
方
法
は
、
現
場
打
ち
で
行
う
こ
と
と
し
、
二
次
製
品
の
使
用
に
つ
い

て
は
、
別
途
協
議
し
、
道
路
管
理
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
。 

120

2%

150

500 180

6%

6%～2%

150

一般部 歩道切り下げ部
180500500 180

100 基礎材
120～140

140
100 基礎材

すりつけ部

150

100 基礎材



五　

街
き
ょ
ま
す
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

備
考　

街
き
ょ
ま
す
は
、
原
則
と
し
て
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
設
置
し
、

交
差
点
に
は
必
ず
設
置
す
る
こ
と
。 

六　

植
樹
帯
等
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

         

100

150

150

基礎材

1000

150

500

100 100

860 1000

150

500

100 400 180

150 360 150

180

180度開閉式
グレーチング

500 150150

800
～

基礎材

100 800

R=150
目地は５㎜とする

150

15

15

100
10

150

210

300 1000

490

300

200

1000

1000

30 30



備
考　

植
樹
帯
に
高
木
を
植
栽
す
る
場
合
は
、
防
根
シ
ー
ト
を
施
す
こ
と
。 

七　

歩
道
の
切
下
げ 

イ　

歩
道
幅
員
が
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合 

                      

i≦15%以下 i≦15%以下

民地側

歩道部分

W

ｉ≦15%以下

区画線　W=15㎝
2m以上

2cm
2cm

3m以上



ロ　

歩
道
幅
員
が
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合 

             

ハ　

切
下
げ
部
の
境
界
ブ
ロ
ッ
ク
（
単
位
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

         

 

i≦5%以下 i≦5%以下

区画線　W=15㎝

2cm
2cm

歩道部分

民地側

W

3m未満

Aｓ

基礎コンクリート

敷モルタル

敷モルタル

100
10

100

100

310

240

20

190

基礎材

20

310

40

70

100

As

30

190100

As

10

差し筋
50

50

50

100

As

290

190

基礎コンクリート

基礎材



備
考 一　

歩
道
切
下
げ
部
の
幅
（
Ｗ
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

            

二　

歩
道
巻
込
部
の
半
径
（
Ｒ
）
は
、
一
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
。 

三　

同
一
敷
地
内
に
お
い
て
、
歩
道
切
下
げ
部
相
互
の
中
心
間
隔
は
、
十
四

メ
ー
ト
ル
以
上
を
原
則
と
す
る
。 

四　

車
道
部
に
取
り
付
け
る
角
度
は
、
直
角
を
原
則
と
し
、
や
む
を
得
な
い

場
合
で
も
四
十
五
度
以
下
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

五　

次
に
掲
げ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
切
下
げ
を
し
て
は
な
ら

な
い
。 

イ　

横
断
歩
道
の
中
及
び
交
差
点
の
前
後
五
メ
ー
ト
ル
以
内 

ロ　

横
断
歩
道
橋
の
昇
降
口
又
は
地
下
横
断
歩
道
の
前
後
五
メ
ー
ト
ル
以

内 

ハ　

バ
ス
停
留
所
施
設
箇
所 

 備
考 一　

工
場
、
倉
庫
、
ガ
ソ
リ
ン
給
油
所
等
で
大
型
車
両
の
出
入
り
が
予

想
さ
れ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
協
議
の
上
、
車
両
の

軌
跡
等
に
よ
り
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
工
場
、
倉
庫
及

び
ガ
ソ
リ
ン
給
油
所
以
外
の
用
途
の
と
き
は
、
大
型
車
両
の
出
入
り

が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二　

一
般
住
宅
の
出
入
口
は
、
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
を
標
準
と
す
る
。

車
両
出
入
口
の
幅

 六
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下

出
入
口
一
箇
所
の
場
合

 四
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下

出
入
口
二
箇
所
の
場
合



ニ　

信
号
機
、
道
路
照
明
柱
、
道
路
標
識
柱
等
の
施
設
を
撤
去
し
、
又
は

移
設
を
必
要
と
す
る
箇
所
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
の
管
理
者
が
撤
去
し
、

又
は
移
設
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
を
除
く 

ホ　

民
地
側
に
車
両
を
保
管
す
る
場
所
の
な
い
箇
所 

ヘ　

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
管
理
上
又
は
交
通
安

全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
箇
所 

（
占
用
） 

第
十
四
条　

道
路
の
占
用
は
、
箕
面
市
道
路
占
用
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
植
裁
） 

第
十
五
条　

歩
道
の
植
栽
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

           

備
考 一　

歩
道
幅
員
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
三
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
、
植
樹

ま
す
と
し
、
高
木
を
植
栽
す
る
こ
と
。 

二　

歩
道
幅
員
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
は
、
植
樹
帯
と
し
、
高
木
及
び
低

 植
栽
方
法

樹　

木 種
別 

区
分

 六
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
メ
ー
ト

ル
間
隔
（
樹
冠
幅
が
大
き
い
場

合
十
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
二

十
平
方
メ
ー
ト
ル
間
隔
）

道
路
管
理
者
と
の
協
議
に

よ
る
。

高
木
（
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
以

上
）

 一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
八
本
以

上
（
樹
種
及
び
枝
張
り
の
大
き
さ

に
応
じ
て
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た

り
の
株
数
を
決
定
）

道

路

管

理

者

と

の

協

議

に

よ

る
。

低
木
（
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
未
満
）



木
を
植
栽
す
る
こ
と
。 

三　

道
路
敷
の
う
ち
、
植
栽
可
能
な
の
り
面
等
が
生
じ
る
場
合
は
、
の
り
面
等
に

植
栽
す
る
こ
と
。 

第
三
章　

公
園 

（
施
設
） 

第
十
六
条　

公
園
施
設
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

                  

備
考  藤

棚

又

は

日
よ
け

ベ
ン
チ

水
飲
み
栓

散
水
栓

照
明
灯

園
名
板

遊
具
施
設

植
栽

　

  

面
積 

 

施
設
名

 
　

二
以
上

　
一
以
上

一
以
上

一
以
上

二
以
上

公
園
面
積
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

九
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満

 一
以
上

三
以
上

一
以
上

一
以
上

一
以
上

一
以
上

三
以
上

三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
千
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満

 都

市

計

画

公

園

に

準

じ

た

内
容
と
し
、
別

途

協

議

の

上

決
定
す
る
。

千

平

方

メ

ー

ト
ル
以
上


